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三木町規則第 19号 

 

職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則 

 

第１条 職員の育児休業等に関する規則（平成４年三木町規則第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条の見出し中「請求」の次に「、第２項申出及び第３項変更」を加え、同条第１項

を次のように改める。 

部分休業の承認の請求、育児休業法第 19条第２項の規定による申出（以下「第２項

申出」という。）及び同条第３項の規定による変更（以下「第３項変更」という。）は、

部分休業簿（様式第３号）により行うものとする。 

第５条に次の１項を加える。 

３ 任命権者は、第２項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより

第３項変更をしなければ条例第 18 条の５に規定する子の養育に著しい支障が生じる

か否かを判断するため必要があると認めるときは、第３項変更をしようとする職員に

対して証明書類の提出を求めることができる。 

第８条の見出し中「イ」を削り、同条中「イ」及び「非常勤職員であって、１日につき

定められた勤務時間が６時間 15分以上である勤務日がある」を削る。 

様式第１号から様式第３号を次のように改める。 

  



 



  



  



 

 

 



 



 



第２条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年三木町規則第２号）の一部を次

のように改正する。 

第 13条の２第２項中「始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した」を削る。 

第 13条の４第２項を次のように改める。 

２ 育児休業法第 19 条第１項の規定による同条第２項第１号に掲げる範囲内で請求す

る部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、１日につ

き２時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範

囲内の時間とする。 

第 23条を第 24条とし、第 20条から第 22条までを１条ずつ繰り下げ、第 19条の次に

次の１条を加える。 

（条例第 15条の３第２項の規則で定める期間） 

第 20 条 条例第 15 条の３第２項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子

が１歳 11 か月に達する日の翌々日から２歳 11 か月に達する日の翌日までの１年間と

する。 

   附 則 

 この規則は、令和７年 10月１日から施行する。 


